
第１０６号議案  

多摩市立複合文化施設等大規模改修工事の請負契約の締結につい

ての議決事項の一部変更について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和２年９月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 令和２年第２回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立複合文化施設

等大規模改修工事の請負契約の締結について、下記の通り変更したいので、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年多

摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  

 

記  

 

１  工 事 件 名  多摩市立複合文化施設等大規模改修工事  

２  契約の相手方   東京都港区元赤坂一丁目３番８号  

鹿島・朝倉・中村建設共同企業体  

常務執行役員支店長  風間 優  

３  契 約 金 額  変更前  金２，３１８，８００，０００円  

          変更後 金２，３２５，８０７，０００円  

４  契 約 の 方 法  一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  

 

変更の理由  

令和２年３月１日以降に契約を行った工事に係る契約のうち、令和元年度公

共工事設計労務単価を用いて予定価格を積算した工事の契約について、令和２

年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契

約金額を変更するものである。  
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第１０７号議案  

多摩市立複合文化施設等大規模改修に伴う電気設備工事の請負契  

約の締結についての議決事項の一部変更について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和２年９月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 令和２年第２回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立複合文化施設

等大規模改修に伴う電気設備工事の請負契約の締結について、下記の通り変更

したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  

 

記  

 

１  工 事 件 名  多摩市立複合文化施設等大規模改修に伴う電気設備工事  

２  契約の相手方   東京都八王子市明神町二丁目２４番６号  

関電工・日本電力サービス建設共同企業体  

執行役員支店長  中村 直樹  

３  契 約 金 額  変更前  金１，１２２，０００，０００円  

          変更後 金１，１２３，２４３，０００円  

４  契 約 の 方 法  一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  

 

変更の理由  

令和２年３月１日以降に契約を行った工事に係る契約のうち、令和元年度公

共工事設計労務単価を用いて予定価格を積算した工事の契約について、令和２

年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契

約金額を変更するものである。  
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第１０８号議案  

多摩市立複合文化施設等大規模改修に伴う給排水衛生設備工事の  

請負契約の締結についての議決事項の一部変更について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和２年９月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 令和２年第２回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立複合文化施設

等大規模改修に伴う給排水衛生設備工事の請負契約の締結について、下記の通

り変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付す

る。  

 

記  

 

１  工 事 件 名  多摩市立複合文化施設等大規模改修に伴う給排水衛生設

備工事  

２  契約の相手方   東京都立川市柴崎町二丁目２５番３号  

八重洲・堤建設共同企業体  

代表取締役  長谷川  福夫  

３  契 約 金 額  変更前  金６５７，８００，０００円  

          変更後 金７２２，８４３，０００円  

４  契 約 の 方 法  一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  

 

変更の理由  

令和２年３月１日以降に契約を行った工事に係る契約のうち、令和元年度公

共工事設計労務単価を用いて予定価格を積算した工事の契約について、令和２

年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契

約金額を変更するものである。  

また、工事内容について、今後の維持管理面の向上のために蒸気配管などの

埋設配管ルートを見直し、併せて契約金額を変更するものである。
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第１０９号議案  

多摩市立複合文化施設等大規模改修に伴う空気調和設備工事の請  

負契約の締結についての議決事項の一部変更について  

上記の議案を次のとおり提出する。  

令和２年９月１日  

提出者   多摩市長   阿  部 裕 行  

 

提案理由  

 令和２年第２回多摩市議会定例会において議決を経た多摩市立複合文化施設

等大規模改修に伴う空気調和設備工事の請負契約の締結について、下記の通り

変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年多摩市条例第９号）第２条の規定により議会の議決に付する。  

 

記  

 

１  工 事 件 名  多摩市立複合文化施設等大規模改修に伴う空気調和設備

工事  

２  契約の相手方   東京都中央区新川一丁目１７番２１号  

三建・西川建設共同企業体  

常務執行役員 東京支店長   赤瀬  宏司  

３  契 約 金 額  変更前  金１，４０１，４００，０００円  

          変更後 金１，４１０，２５５，０００円  

４  契 約 の 方 法  一般競争入札（地方自治法第２３４条第１項適用）  

 

変更の理由  

令和２年３月１日以降に契約を行った工事に係る契約のうち、令和元年度公

共工事設計労務単価を用いて予定価格を積算した工事の契約について、令和２

年３月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契

約金額を変更するものである。  
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